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「天橋立周辺景観まちづくり検討会」及び
「天橋立公園の松並木と利用を考える会」

合同検討会

～検討調査等に係わる報告～

平成17年9月22日

１ 景観法の制定背景・概要等
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平成１５年平成１５年

景観法の成立過程

７月１１日 美しい国づくり政策大綱 公表

７月３１日 観光立国行動計画 公表

平成１６年平成１６年

５～６月 国会審議

２月１０日 景観法閣議決定

６月１８日 景観法公布

１２月１７日 景観法施行（第３章を除く）

６月１日 第３章部分（景観地区等）施行 →全面施行

平成１７年平成１７年

○ ５００弱の都道府県、市町村が景観条例を制定
⇒ 地方公共団体において積極的に景観に関する取組みを実施

○ ５００弱の都道府県、市町村が景観条例を制定
⇒ 地方公共団体において積極的に景観に関する取組みを実施

現行の取組み現行の取組み

現行の取組みの限界現行の取組みの限界

○ 景観に関する国民共通の基本理念が未確立
○ 自主条例に基づくソフトな手法の限界

⇒ 景観をめぐる訴訟の提起

○ 国としての税・財政上の支援が不十分

景観法の成立の背景

景観法の制定景観法の制定

○ 景観を正面から捉えた基本的な法制を整備し、
・ 景観を整備・保全するための基本理念の明確化
・ 国民・事業者・行政の責務の明確化
・ 景観形成のための行為規制を行う仕組みの創設
・ 景観形成のための支援措置の創設 等

により、景観の意義やその整備・保全の必要性を明確に位置付けるとともに、地方公
共団体に対し、いざという場合の一定の強制力を付与することが必要
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基本理念

①良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に
不可欠なものである。国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受
できるよう、その整備及び保全が図られなくてはならない

③良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものである。地域住民の意向を
踏まえ、地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなくてはな
らない

②良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和によ
り形成されるものである。適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること
等を通じて、その整備及び保全が図られなければはならない

④良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものである。
地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向け
て一体的な取組がなされなければならない

⑤良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好
な景観を創出することを含むもの

住民住民
基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関す

る理解を深め、良好な景観の形成に積極的な
役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方
公共団体が実施する良好な景観の形成に関する
施策に協力しなければならない。

地方公共団体地方公共団体
基本理念にのっとり、良好な景観の形
成の促進に関し、国との適切な役割分
担を踏まえて、その区域の自然的社会
的諸条件に応じた施策を策定し、及び実
施する責務を有する。

事業者事業者
基本理念にのっとり、土地の利用等の事

業活動に関し、良好な景観の形成に自ら
努めるとともに、国又は地方公共団体が
実施する良好な景観の形成に関する施策
に協力しなければならない。

国国

・基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する施策
を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

・良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を
通じて、基本理念に対する国民の理解を深めるよう努め
なければならない。

責務
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○建築等に対する届出･勧告を基本とするゆるやかな規制誘導
○区域、景観形成方針、行為の制限、景観上重要な公共施設の
整備方針 等々を定める

景観計画区域景観計画区域
誘導と支援の仕組み

景 観 地 区景 観 地 区
○都市計画の手法を活用して、より積極的に良好

な景観の形成を図る地区について指定

○建築物や工作物のデザイン・色彩、高さ、敷地

面積などについての初めての総合規制

景観協定景観協定
住民合意によるきめ細
やかな景観に関するル
ールづくり

景観整備機構景観整備機構
NPO法人や公益法人を
景観行政団体の長が指定

景観重要建造物・樹木の
管理、耕作放棄地等の利用
権の取得等を行う

ソ
フ
ト
面
の
支
援

景観協議会景観協議会
行政、住民、公共施設管理者
などが協議を行い、景観に関
するルールづくりを行う

規制緩和措置の活用 屋外広告物法との連携

景観重要建造物・樹木景観重要建造物・樹木
景観上重要な建築物･工作物･樹
木を指定して積極的に保全

景観法の対象地域のイメージ
準景観地区

景観重要建造物

景観地区

景観地区

景観重要建造物

景観重要公共施設

景観重要樹木
景観農業振興地域
整備計画区域

自然公園

市街化調整区域

市街化区域

都市計画区域内

都市計画区域外

景観計画区域
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景観行政団体

「景観行政団体」＝景観行政を担う主体

・政令市、中核市、都道府県は自動的に景観行政団体

・その他の市町村は、都道府県知事との協議・同意により景観行政団体
になることが可能
（京都府内では、H16.3に宇治市が景観行政団体に。）

景観行政を一元化。やる気のある市町村が景観行政の担い
手となれる。

H2～H5 伊勢市の例

雑多な屋外広告物

屋外広告物の表
示・掲出の制限

建築物等の
形態意匠の
誘導

協議会の設立

観光客数 Ｈ４ ３５万人 Ｈ１４ ３００万人
（街並み整備とイベントとの相乗効果により

約９倍に増加）

良好な景観形成の効果

統一感のない街並み乱雑な電線類 無電柱化 公共施設の配慮
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○景観形成に積極的に取組み交流人口が拡大している都市の例

昭和61年 地方都市中心市街地活性化計画の策定

平成４年 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり
景観条例の制定

北のウォール街

小樽運河

小樽市（北海道） 234万人(S50)⇒847万人(H14)

小樽市全域における交流人口の変化
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川越市（埼玉県） 199万人(S59)⇒399万人(H14)

昭和63年 川越市都市景観条例の制定

平成11年 中心市街地活性化基本計画の最終変更の提出
平成11年 伝統的建造物群保存地区の指定

一番街

川越まつり

川越市における交流人口の変化

近江八幡市（滋賀県） 9千人(S55)⇒4万7千人(H14)

伝統的建造物群保存地区

八幡川

平成２年 伝統的建造物群保存地区の指定
平成14年 中心市街地活性化基本計画の最終変更の

提出

近江八幡市伝建地区における交流人口の変化

北九州市門司港地域 73万人(S63)⇒345万人(H14)

昭和59年 北九州都市景観条例の制定

平成13年 中心市街地活性化基本計画の最終変更
を提出

平成13年 関門景観条例の制定

門司港地域
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北九州市門司港地域における交流人口の変化

京都府による広域的景観形成に向けた取組

■天橋立周辺地域

■関西文化学術研究都市

■三川合流地域

・日本三景の一つ「天橋立」を中心とした地域（宮 津
市、岩滝町）における景観まちづくりの検討

・検討の視点案：眺望景観、移動景観

・併せて天橋立公園の松並木の保全、再生計画を
検討

・現在の「景観要綱」を景観法に基づく計画に移行

・中小規模建築物に関する景観誘導技術基準の検討

・地元住民等の参画による検討

・近畿地方整備局の呼びかけにより地域づくり検討 会
が発足（国、京都府・大阪府、関係市町）

・景観を含めた地域づくり計画を策定、事業等実
施へ


